
資

料

財
政
資
金
の
対
民
間
収
支
分
析

昭
和
こ
十
二
年
一

月
|
|

三
月

て

は
し
が
さ

一
般
に
「
政
府
資
金
撒
布
超
過
額
」
乃
至
「
同
引
揚
超
過
額
L

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
日

本
銀
行
同
庫
局
調
「政
府
資
金
移
動
概
況
」
中
の
対
民
間
収
支
現
計
で
あ
る
が
、
・
十
告
は
当
該
削
問

中
に
於
て
政
府
当
座
預
金
に
影
響
せ
る
財
政
収
支
の
う
ち
よ
り
同
陣
内
部
の
単
な
る
寂
静
収
支

並
に
日
本
担
行
収
支
を
除
い
た
計
数
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
う
ち
に
は
預
金
部
に
於
け
る
郵

便
局
資
金
収
支
及
其
の
運
用
等
金
融
関
係
資
金
の
対
民
間
収
支
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
予
算
に
対

応
す
る
純
然
た
る
「財
政
資
金
収
支
し
を
見
る
為
に
は
之
等
を
除
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

吏
に
と
の
「政
府
資
金
収
支
」
よ
り
区
別
さ
れ
た
「財
政
資
金
収
支
」
も
、
其
の
生
産
性
の
欄
点

よ
り
す
れ
ば
消
費
主
体
と
し
て
の
財
政
、
事
業
全
体
と
し
て
の
財
政
並
に
投
資
主
休
と
し
て
の

財
政
と
で
は
其
の
収
支
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
意
味
は
若
干
興
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
即
ち
一
口
に
財
政
資
金
支
出
超
過
(
赤
・
平
)
と
言
っ
て
も
消
費
主
体
と
し
て
の
財
政
資
金
支

出
超
過
は
本
来
租
税
等
の
普
通
歳
入
増
加
に
依
っ
て
賄
わ
る
べ
会
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
事
業

主
体
と
し
て
の
財
政
は
独
立
採
算
制
の
建
前
よ
り
す
れ
ば
収
支
相
償
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
更

に
出
資
主
体
と
し
て
の
財
政
は
其
の
財
源
を
普
通
歳
入
に
よ
っ
て
賄
う
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、

仮
に
公
償
金
収
入
に
依
っ
た
場
合
に
於
て
も
之
が
資
金
は
産
業
投
資
に
充
当
さ
れ
国
民
経
済
の

再
生
産
に
寄
与
す
る
か
ら
、
消
費
主
体
と
し
て
の
財
政
赤
字
と
は
多
少
性
質
を
異
に
す
る
。

か
よ
う
な
見
地
か
ら
以
下
掲
げ
る
分
析
表
に
於
て
は
、
試
み
に
政
府
資
金
対
民
間
収
支
を
分

財
政
資
金
の
対
民
間
収
支
分
析

昭
和
二
十
二
年
一
月

三
月

っ
て
次
の
四
つ
に
区
分
し
て
見
た
。

付
、
消
費
資
金
(
消
費
主
体
と
し
て
の
財
政
収
支
)

口
、
事
業
予

〈

事

業

主

休

予

〉

伺

、

出

資

手

(

出

資

主

体

予

)

側
、
金
融
長
(
頚
A
m
部
関
係
収
支
〉

も
と
よ
り
資
料
の
閑
係
よ
り
此
の
見
地
を
十
分
貫
け
な
い
項
目
も
あ
り
、
必
ず
し
も
正
確
を

期
し
得
な
か
っ
た
が
、
大
体
の
傾
向
は
こ
れ
に
よ
っ
て
融
取
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

上
述
の
如
〈
付
|
伺
合
計
は
予
算
に
対
応
す
る
「
狭
義
の
政
府
資
金
」
即
ち
「
財
政
資
金
」
を
構

成
す
る
。
以
下
こ
の
財
政
資
金
の
昭
和
二
十
二
年
一
月
l
一一
一月
中
に
於
け
る
収
支
状
況
の
概
説

を
献
み
る
が
、

ω右
国
庫
局
調
に
於
て
は
本
支
庖
政
府
勘
定
の
如
、
窓
未
述
勘
定
の
計
数
が
除
外

し
て
あ
り
、

E
食
糧
管
理
会
計
に
於
て
は
食
紐
証
券
制
度
改
正
の
過
渡
期
の
事
情
を
反
映
し
て

財
政
支
出
の
時
期
的
遅
れ
が
相
当
あ
る
こ
と
、

ω前
述
金
融
資
金
の
正
確
な
る
分
別
に
就
て
は

技
術
的
に
多
少
の
問
題
が
あ
る
と
と
等
の
事
情
よ
り
し
て
、
こ
L
に
い
う
財
政
資
金
収
支
は
後

掲
「銀
行
券
膨
脹
原
因
の
分
析
」中
の
計
数
と
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
。

二
、
昭
和
二
十
二
年
一
月
中
財
政
収
支

当
月
中
に
於
け
る
財
政
資
金
対
民
間
収
支
は
別
表
に
於
て
示
す
通
り
収
入
λ
十

一
億
円
、
支

出
百
七
十
一
億
円
と
差
引
支
出
超
過
は
八
十
九
億
円
に
達
し
、
昨
年
十
二
月
に
比
し
三
十
億
円

の
増
加
を
示
し
た
。
消
費
賞
金
中
主
な
る
支
出
.
項
目
は
終
戦
処
理
賞
、
補
助
及
奨
励
賞
、
俸
給

及
諸
費
等
で
あ
っ
て
消
費
資
金
全
体
の
赤
字
は
四
十
八
億
円
と
な
る
。
事
業
資
金
に
於
て
は
鉄

道
会
計
赤
・
平
は
十
三
億
円
に
上
る
が
、
食
糧
管
理
、
専
光
局
等
の
県
字
に
よ
っ
て
企
休
と
し
て

一
億
円
の
黒
字
と
な
っ
て
い
る
。
尚
出
資
資
金
四
十
二
他
円
の
内
訳
は
復
興
金
融
金
陣
出
資
四

十
億
円
、
産
業
復
興
営
団
出
資
二
億
円
で
あ
る
が
、
前
者
は
大
部
分
既
に
日
本
興
業
銀
行
が
復

興
金
融
金
陣
勘
定
を
通
じ
日
本
銀
行
か
ら
借
入
れ
た
資
金
の
返
済
に
充
当
せ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な

い
か
ら
、
一

月
中
の
通
貨
膨
脹
に
郎
防
響
す
べ
き
財
政
支
出
と
し
て
は
こ
れ
を
除
い
て
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
尚
年
度
当
初
よ
り
の
財
政
赤
字
は
当
月
分
を
加
算
す
れ
ば
四
百
十
五
惟
円
に
迷

す
る
こ
と
に
な
る
。

三
、
昭
和
二
十
二
年
ニ
月
中
財
政
収
支

二
月
中
に
於
け
る
財
政
資
金
の
対
民
間
収
支
は
、
収
入
八
十
億
円
支
出
八
十
八
億
円
差
引
赤

-
一六



資

料

字
は
僅
か
八
億
円
弱
に
止
ま
り
前
月
中
の
八
十
九
億
円
に
比
し
、
著
し
い
減
少
振
り
を
示
し

た
。
そ
の
理
由
は
支
出
に
於
い
て
担
興
金
融
金
庫
等
に
対
す
る
出
資
の
如
言
特
殊
な
項
目
が
今

月
は
全
然
無
か
っ
た
事
の
外
主
要
支
出
項
目
た
る
終
戦
処
理
費
、
補
助
及
奨
励
費
、
鉄
道
会
計

の
赤
字
等
何
れ
も
前
月
に
比
し
大
幅
の
減
少
を
示
せ
る
事
に
帰
着
す
る
。
此
の
如
き
財
政
支
出

の
激
減
は
イ
ン
フ
レ

ー
シ
ョ
ン
抑
制
の
為
、
意
識
的
に
財
政
支
出
の
引
締
め
乃
至
は
合
理
化
が

行
わ
れ
た
事
に
も
因
る
が
根
本
的
に
は
追
加
予
算
未
決
定
の
為
支
払
が
繰
延
べ
ら
れ
た
る
事
実

に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
。
尚
当
月
に
於
て
は
前
月
と
は
逆
に
消
費
資
金
は
八
億
円
弱
の
黒
字
を
示

し
、
事
業
資
金
は
食
脇
管
理
支
出
増
加
の
た
め
十
五
億
円
の
赤
-
V
T
と
な
っ
た
。

こ
れ
を
以
て
年
度
当
初
よ
り
の
財
政
資
金
赤
・半
累
計
は
円
百
二
十
三
億
円
と
な
る
。

四
、
昭
和
二
+
二
年
三
月
中
財
政
収
支

当
月
中
財
政
資
金
対
民
間
収
支
は
年
度
末
を
反
映
し
て
収
入
百
四
十
七
位
円
支
出
百
七
十
九

政

府

資

金

対

民

間

収

支

分

析
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以
内
八

二
六
回

億
円
と
受
払
共
例
月
に
な
い
巨
額
に
上
り
、
差
引
支
出
超
過
は
三
十
二
億
円
と
な
っ
た
。

之
を
前
月
の
支
出
超
過
八
億
円
に
比
す
れ
ば
二
十
四
億
円
の
赤
字
増
加
と
な
る
が
、

一
月
の

八
十
九
億
円
に
比
較
す
れ
ば
約
三
分
の

一
に
す
宮
な
い
。
主
な
る
支
出
項
目
に
つ
い
て
見
れ
ば

終
戦
処
理
費
、
俸
給
及
諸
費
、
補
助
及
奨
励
費
、
鉄
道
会
計
赤
字
等
大
体

一
月
の
水
準
を
土
下

し
て
い
る
が
収
入
に
於
い
て
は
財
産
税
収
入
五
十
五
億
円
あ
り
、
結
局
差
引
赤
字
は
上
述
の
程

度
に
止
っ
た
。
前
当
月
事
業
資
金
赤
字
は
三
十
八
億
円
、
.
対
前
月
比
二
十
三
億
円
の
哨
加
を
示

し
て
い
る
が
、
右
は
主
と
し
て
食
組
管
理
支
出
の
激
橋
に
因
る
。
消
費
資
金
と
し
て
は
前
月
阿

椋
若
干
の
mm・
半
で
あ
る
。

以
上
を
以
て
今
年
度
全
体
の
財
政
資
金
赤
字
は
消
費
資
金
三
百
二
十
八
鰍
円
、
事
業
資
命
八

十
五
倍
円
、
出
資
資
金
四
十
二
倍
円
、
計
四
百
五
十
五
億
円
見
当
に
述
ず
る
こ
と
L
な
る
。
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昭
和
二
十
二
年
四
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|

|
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一
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は
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1
1特
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融
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分
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所
開
「政
府
資
金
」対
民
間
収
支
の
う
ち
か
ら
郵
便
貯
金
収
支
、
預
A
W一
部
資
金
適
用
等
の
金
融

資
金
(
預
金
部
関
係
資
金
)
収
支
を
除
い
た
も
の
は
、
大
休
予
算
に
対
応
す
る
「財
政
資
金
」収
支

を
構
成
す
る
こ
と
、
こ
の
財
政
資
金
は
更
に
生
産
性
の
観
点
よ
り

し
て
消
費
資
〈
喫
事
業
資

金
、
出
資
覧
会
に
分
け
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
等
に
つ
い
て
は
前
第

一
号

【昭

和
二
十
二
年

一
月
|
一一一
月
】
本
欄
「
は
し
が
き
」
で
述
べ
た
。
然
し
な
が
ら
こ
の
分
析
の
原
資
料

た
る
日
本
銀
行
国
防
仲
間
制
「
政
府
資
金
移
動
概
況
」
の
毎
月
の
計
数
か
ら
右
の
金
融
資
金
収
支
を

定
確
に
分
別
す
る
こ
と
は
技
術
的
に
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
前
回
は
仮
に
原
資
料
の
う
ち
か
ら

郵
便
局
資
金
収
支
(
過
趨
金
受
入
と
資
金
払
出
)
及
び
預
金
部
資
金
運
用
額
の
合
計
を
と
っ
て

一

応
金
融
資
金
収
支
と
し
た
が
、
郵
便
局
資
金
中
に
は
租
税
、
通
信
事
業
収
入
の
如
き
性
質
上
消

財
政
資
企
の
対
民
間
収
支
分
析

昭
和
二
十
二
年
四
月
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貨
資
金
、
事
業
資
金
に
含
ま
る
べ
容
も
の
が
一
部
混
入
し
て
お
り
、
文
消
費
資
金
の
「其
他
」
項

中
に
全
額
算
入
し
た
山
納
官
吏
預
託
金
収
支
中
に
も
本
来
愈
融
資
金
た
る
ぺ
き
郵
便
局
交
換
尻

が
相
当
含
ま
れ
て
い
る
等
の
事
情
よ
り
し
て
、
前
回
の
方
法
を
以
て
し
て
は
金
風
資
金
の
計
数

は
、
長
期
的
に
は
と
も
か
く
、
短
期
的
に
は
非
常
に
不
正
確
た
る
を
免
か
れ
な
い
。

よ
っ
て
今

回
は
同
じ
資
料
の
「預
金
部
収
支
内
訳
」
中
の
、
対
一
般
会
計
収
支
た
る
郵
便
貯
金
収
支
尻
と
対

民
間
資
金
運
用
尻
と
の
合
計
に
よ
っ
て
、
金
融
資
金
収
支
尻
な
推
定
し
、
之
を
政
・
肘
資
金
収
支

民
よ
り
、
珪
引
い
て
、
財
政
資
金
収
支
尻
を
算
出
す
る
こ
と
・
ふ
し
た。

但
し
こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
政
府
当
座
預
金
に
影
響
せ
る
郵
便
貯
金
の
計
数
は
収
支
総
額
が
判

明
せ
ず
、
其
の
収
支
尻
を
捕
捉
し
得
る
に
止
る
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
其
の
結
果
金
融
資
金

〈
従
っ
て
財
政
資
金
〉
は
収
支
尻
を
推
算
す
る
だ
け
で
満
足
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
原
資

料
が
政
府
当
座
預
金
に
影
響
せ
る
政
府
資
金
収
支
を
算
出
す
る
越
前
と
な
っ
て
い
る
以
上
止
む

を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
今
回
の
方
法
に
よ
れ
ば
収
支
尻
に
関
す
る
限
り
は
前
回
に

比
し
多
少
正
確
を
期
し
得
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
以
上
特
に
金
融
資
金
分
別
方
法
に
つ

い
て

二
六
五


